
 

下北ジオパーク研究補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条 下北ジオパーク推進協議会（以下「協議会」という。）は、下北ジオパーク推

進協議会会則第３条（平成２５年１月２８日制定）に掲げる事業を推進する研究を

実施する個人及び団体に対し、予算の範囲内において、下北ジオパーク研究補助金

（以下「補助金」という。）を交付することとし、その交付については、下北ジオパー

ク推進協議会補助金等に関する規程（平成２９年７月３日制定）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。  

（補助対象研究）  

第２条  下北ジオパークの質の向上、新たな価値創造、学術資料の蓄積及び活用に資

する下北ジオパークを構成する５市町村（以下「下北管内」という。）を対象とした

次に掲げる学術調査及び研究活動を補助対象研究とする。なお、この補助金以外の

補助金の交付を受けている研究については対象としない。  

 (1) 指定研究（研究が進んでいない分野やサイトに関して、協議会が定めるテーマ

についての学術調査及び研究活動  

(2) 自由研究（すべての分野の学術調査及び研究活動）  

（補助対象者）  

第３条  下北ジオパークに係る調査・研究を実施する次に掲げる個人又は団体を補助

対象者とする。  

 (1) 大学等の研究機関  

(2) 大学に在籍する学生、大学院生  

(3) 大学や研究機関等に所属する教員、研究員  

(4) 上記以外のジオパークに関わる研究を行う者  

(5) その他会長が認める者及び団体  

（補助の期間）  

第４条 研究期間は、原則交付決定の日から翌年２月末日までとする。  

（補助対象経費）  

第５条  補助金の対象となる経費は、毎年度予算の範囲内において、別表に掲げるも

のとし、実施する経費の一部を補助する。  

（補助申請手続き及び申請書提出期限）  

第６条  補助金の交付を受けようとする個人又は団体（以下「申請者」という。）は、

次に掲げる書類を会長が定める日までに提出するものとする。  

(1) 下北ジオパーク研究補助金交付要望書（様式第１号）  

(2) 研究実施計画書（様式第１号の２）  

(3) 研究業績一覧表（様式第１号の３）  

(4) 在学証明書（学生の場合）  

(5) 所属学校長の研究承諾書（様式第１号の４）  

（下北管内の小・中・高等学校の児童又は生徒を中心とする団体及び学校内で実施

する場合。）  



 

（研究課題の選考及び決定）  

第７条  研究課題の選考に当たり、公平かつ適正な実施を図るため、研究補助金選考

委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。  

２ 研究課題及び補助金額は、選考委員会を経て会長が決定する。  

３ 選考委員会の組織、運営等に関し必要な事項は別に定める。  

（選考結果の通知）  

第８条 選考の結果は選考結果通知書（様式第２号）をもって申請者に通知する。  

（補助金交付の申請）  

第９条  採択された申請者は交付内定後、速やかに次に掲げる書類各１部を会長に提

出するものとする。  

(1) 下北ジオパーク研究補助金交付申請書（様式第３号） 

(2) 計画に変更がある場合には、研究実施計画変更届（様式第３号の２）。ただし、

変更の内容が過大であった場合、協議会は交付内定を取り消すことができる。 

(3) 実施できない場合は下北ジオパーク研究補助金交付辞退届（様式第３号の３） 

（補助金交付の決定）  

第１０条  補助金交付の申請を受けて交付が決定した課題について、会長が申請者に

交付決定通知書（様式第４号）をもって通知する。  

（研究計画の変更、中途辞退） 

第１１条  補助金研究者は、研究内容の変更（助成事業の趣旨を著しく変更しない軽

微な変更を除く。）を行おうとするときは下北ジオパーク研究補助金変更届（様式第

５号）を、研究を中途辞退しようとする場合は下北ジオパーク研究補助金対象研究

中止届（様式第５号の２）を会長に提出しなければならない。  

（研究の成果報告）  

第１２条  補助金研究者は、研究が完了したときは、完了した日から３０日以内又は

当該年度の２月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類各１部を会長に提出

しなければならない。  

(1) 研究事業報告書（様式第６号） 

(2) 研究報告書（様式任意）  

(3) 概要報告書（様式任意）  

(4) 研究経費収支決算書（様式第６号の２） 

(5) 補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し  

(6) パネル展示用資料（Ａ１版あるいはＡ１版相当）  

(7) 上記以外で協議会が必要とし、補助金研究者が承諾した資料等  

（研究成果と補助金額の審査）  

第１３条  補助金研究者から提出された研究報告書は、選考委員会が申請時の研究課

題と内容を比較審査し、研究内容の妥当性等を確認する。  

２ 補助金研究者から提出された研究経費収支決算書は内容を審査のうえ、補助金の

交付額の確定を行い、交付額確定通知書（様式第７号）をもって通知する。  

３ 補助金研究者が次に該当する場合は、選考委員会の議を経て、補助金の全部又は

一部を減額するものとする。ただし、研究目的の不成功のみを理由として既に交付



 

した補助金の減額・返還を求めることはない。  

(1) 補助金研究者が第１項に規定する研究成果報告書を提出しない場合  

(2) 第１項の審査の結果、当該報告書の研究内容が当初決定した研究課題と著しく

相違した場合 

(3) 第２項の審査の結果、既往の交付額に不要額が生じた場合にその差額  

(4) 当該研究を中途で放棄した場合  

４ 概算払申請をした補助金研究者は、交付額確定により補助金の返還が必要となっ

た場合には必要額を返還するものとする。  

 （補助金の交付の方法）  

第１４条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、会長が必要があると認め

 るときは、概算払により交付することができる。   

 （補助金の請求）  

第１５条 補助金の請求は、下北ジオパーク研究補助金請求書（様式第８号）を会長

に提出して行うものとする。  

（研究報告の発表）  

第１６条  会長は、第１２条の研究事業報告の全部又は一部を印刷その他の方法によ

り発表することが出来る。なお、相当な理由があり、一定期間公表の猶予（最長２

年）を希望する場合には研究事業報告の提出時に下北ジオパーク研究補助金研究報

告書公表猶予願い（様式第９号）をもって願い出ることができる。  

（刊行の届出）  

第１７条 補助金研究者は、第１２条の研究事業報告書の全部又は―部を刊行し又は、

専門誌等に掲載する場合には、当該補助金の交付を受けて行った研究事業の成果物

である旨を明記しなければならない。  

（雑則）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金に必要な事項は、会長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、平成３０年５月１０日から施行する。  

  附 則  

この要綱は、令和元年５月２０日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年６月１５日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和３年４月３０日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月２８日から施行する。  

 

 



 

別表（第５条関係）  

 

費 用 内           容 

旅費 
・所属先の所在地から下北管内の滞在先までの交通費  

・下北滞在中の宿泊費  

借上料 
・下北管内での移動や調査に必要な車両、船舶等の借上料の実  

 費 

需用費 
・調査研究に用いる消耗品費 

・燃料費（発電機、車両等の燃料代等） 

ガイド料 ・現地ガイドを要請した場合のガイド料  

役務費 ・通信運搬費（郵送料等）  

委託料 ・専門的知識又は技術を要する業務を外部に委託する費用  

 

 


